
Ｎｏ．２ 果樹経営支援等対策事業【国事業】

事業概要

産地ごとに定めた「果樹産地構造改革計画」を実現するため、
優良品種等への改植・新植、省力樹形の導入、未収益期間に係る
栽培管理経費、小規模園地整備※、用水・かん水施設の整備、
防風網の新設、放任園の発生防止等を支援します。

※園内道の整備、傾斜の緩和、土壌・土層改良、排水路の整備
＜国のＨＰ＞
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/attach/
pdf/index-1.pdf

令和４年度
予算額
（国）

51億円
の内数

交付対象者
果樹産地構造改革計画で定める
担い手、農業協同組合（ＪＡ）等

補助率等

①改植・新植関係（10a当たり）

②その他 1/2以内等

募集期間

例年４～５月頃等に翌年度植栽の公募を
実施。詳細はお問い合わせください。
ＪＡ組合員の場合は各ＪＡ、
その他の方は市役所で受付します。

問合せ先

弘前市農林部りんご課 ℡ 40-7105
ＪＡつがる弘前 農業振興課 ℡ 82-1052
ＪＡ相馬村 農業再編対策課 ℡ 84-3215
ＪＡ津軽みらい石川ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ℡ 92-3311

りんご等の果樹の改植・新植、小規模園地整備等を支援します！

ＱＲコード

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/attach/pdf/index-1.pdf

